
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成１９年８月１７日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

オーディオ・クロック信号発生装置 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本装置は、複数のデジタル・オーディオ機器を同期させるための信号を発生する

ものである。他の装置が発する同期信号を受けて、複数の機器に分配することもで

きる。 

 なお、本装置によって音声信号の変調や増幅を行うことはできない。 

 

○構造、仕様、意匠 

 外観寸法：長さ４８３×幅２２９×高さ４５㎜、 重量：約６kg 

 定 格：１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、７０Ｗ 

 

○主な使用者、販売先 

一般消費者 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 電気用品安全法上は、非対象として取り扱う。 

 

（理由） 

 本装置は、外部機器からの信号によって単独で動作し、同期信号を発生するが、

装備された出力端子にスピーカー等を接続しても音声を聴取することはできない

ことから、「その他の音響機器」に該当せず、非対象として取り扱うことが妥当と

判断する。 

 

 


